
 

 

 

６ 月 補 正 予 算 案 の 概 要 

[６月市議会定例会] 

◎一般会計 

補正予算額    ７４２,８８３千円     予算累計額  ５０，３０２,３０６千円 

〈主な補正内容〉 

○特別職給与費［所管：人事課］ 

  (予算書事業名：特別職給与費) 

△2,130千円 

市長の公約に基づき、市長の給与等を 20％減額するため、その経費を補正するもの 

給料月額 925,000円 → 740,000円(△185,000円) 

期末手当 1,887,000円 → 1,509,600円(△377,400円) 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

給料             18,675 －  20,340 ＝  △1,665千円 

職員手当等       35,581 － 35,958 ＝     △377千円 

共済組合費        4,614 －   4,702 ＝     △88千円 

  計                          △2,130千円  

 

 

○民間保育所施設整備事業［所管：幼児課］ 

  (予算書事業名：民間保育所施設整備事業) 

87,784千円 

社会福祉法人どんぐり会が実施する園舎の増改築および大規模改修に係る経費の一部を補助

するために必要となる経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

保育所施設整備補助金  87,784 －     0 ＝   87,784千円 

 

 

○保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金事業［所管：幼児課］ 

  (予算書事業名：保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金事業)  

40,103千円 

保護者の負担軽減を目的として、物価高騰の影響を受ける民間保育所等の食材料費に対し給付

議案第48号関係から議案第 49号関係まで 

 



 

 

を行うために必要となる経費を補正するもので、国庫支出金および県支出金をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

保育所等原油価格・物価高騰等対応給付金 

            40,103 －     0 ＝   40,103千円 

 

 

○キャッシュレス決済ポイント還元事業［所管：地域経済振興課］ 

(予算書事業名：地域経済対策事業)  

214,161千円 

市内の小売業者、飲食店等地元企業の活性化を目的に、キャッシュレス決済事業者と市とが連

携して、キャッシュレスポイント還元またはデジタル商品券等のキャンペーンを実施するために

必要となる経費を補正するもので、全額国庫支出金をもって賄うもの 

<過去実施例を参考とした実施予定概要> 

    1 キャンペーン実施キャッシュレス決済企業 

    公募型プロポーザルにより選定する業者と契約 

  2 ポイント付与率および上限額 

ポイント付与率 10％・1回当たりの付与上限額 2,000円 

キャンペーン期間内の付与上限額 7,500円/人 

  3 実施期間 

令和 7年 10月 1日～同月31日(予定)  

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

消耗品費           10 －     0 ＝       10千円 

広告料            29 －     0 ＝        29千円 

キャッシュレス決済ポイント還元事業等委託料 

213,870 －      0 ＝   213,870千円 

広告宣伝委託料       252 －      0 ＝      252千円 

  計                          214,161千円  

 

 

○芹橋彦富線(彦富工区)道路改良事業［所管：道路河川課］ 

(予算書事業名：芹橋彦富線(彦富工区)道路改良事業) 

102,141千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 



 

 

                所要額   現計額    補正額 

普通旅費          315 －    0 ＝      315千円 

手数料                445 －     0 ＝      445千円 

調査等委託料          2,733 －     0 ＝    2,733千円 

工事請負費             95,000 －     0 ＝   95,000千円 

補償、補塡及び賠償金     3,648 －     0 ＝    3,648千円 

  計                           102,141千円 

 

 

○稲部本庄線(稲部工区)道路改良事業［所管：道路河川課］ 

(予算書事業名：稲部本庄線(稲部工区)道路改良事業) 

29,500千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

工事請負費             29,500 －     0 ＝   29,500千円 

 

 

○通学路等安全対策事業［所管：道路河川課］ 

(予算書事業名：通学路等安全対策事業) 

13,074千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

手数料                604 －     0 ＝      604千円 

調査等委託料          2,420 －     0 ＝    2,420千円 

工事請負費             25,500 －  25,000 ＝      500千円 

公有財産購入費           6,138 －       0 ＝    6,138千円 

補償、補塡及び賠償金     3,412 －     0 ＝    3,412千円 

  計                            13,074千円 

 

 

○ＪＲ稲枝駅周辺整備事業［所管：道路河川課］ 

(予算書事業名：ＪＲ稲枝駅周辺整備事業) 

67,632千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 



 

 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

普通旅費                 8 －     0 ＝        8千円 

消耗品費               118 －     0 ＝      118千円 

通信運搬費                2 －     0 ＝        2千円 

機器保守委託料              11 －     0 ＝       11千円 

調査等委託料            500 －     0 ＝      500千円 

工事請負費             66,048 －       0 ＝   66,048千円 

積算システム利用負担金     945 －       0 ＝      945千円 

  計                            67,632千円 

 

 

○都市公園緑地維持管理事業［所管：都市計画課］ 

(予算書事業名：公園緑地維持管理事業) 

24,084千円 

金亀公園テニスコートの夜間照明を改修するために必要となる経費を補正するもので、スポー

ツ振興くじ助成金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

工事請負費             27,184 －   3,100 ＝   24,084千円 

 

 

○公営住宅長寿命化事業［所管：住宅課］ 

(予算書事業名：住宅建設事業) 

38,154千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

工事請負費             38,154 －     0 ＝   38,154千円 

 

 

○小学校教育用コンピュータ整備事業［所管：学校ＩＣＴ推進課］ 

(予算書事業名：小学校教育振興経費) 

14,487千円 

小学校の通信速度について、文部科学省が設定した推奨帯域基準を満たすため、インターネッ

ト接続機器の更新に必要となる経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 



 

 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

備品購入費             14,487 －     0 ＝   14,487千円 

 

 

○中学校教育用コンピュータ整備事業［所管：学校ＩＣＴ推進課］ 

(予算書事業名：中学校教育振興経費) 

6,209千円 

中学校の通信速度について、文部科学省が設定した推奨帯域基準を満たすため、インターネッ

ト接続機器の更新に必要となる経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

備品購入費              6,209 －     0 ＝    6,209千円 

 

 

○特別史跡「彦根城跡」保存整備および維持管理事業［所管：文化財課］ 

(予算書事業名：特別史跡「彦根城跡」保存整備および維持管理事業) 

67,590千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

費用弁償               256 －    251 ＝        5千円 

消耗品費               102 －    101 ＝        1千円 

設計等委託料           2,794 －     0 ＝    2,794千円 

工事請負費            161,740 －  96,950 ＝   64,790千円 

  計                            67,590千円 

 

 

○名勝「玄宮楽々園」保存整備事業(補助)［所管：文化財課］ 

(予算書事業名：名勝保存整備事業) 

33,444千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金および市債をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

費用弁償                 6 －      0 ＝        6千円 

普通旅費                30 －      0 ＝       30千円 



 

 

消耗品費                 1 －      0 ＝        1千円 

工事監理委託料         3,597 －     0 ＝    3,597千円 

工事請負費             29,810 －       0 ＝   29,810千円 

  計                            33,444千円 

 

 

○伝統的建造物群保存対策事業(花しょうぶ地区)［所管：文化財課］ 

(予算書事業名：伝統的建造物群保存対策事業(花しょうぶ地区)) 

8,805千円 

国庫補助金の配分に合わせて経費を補正するもので、国庫支出金をもって賄うもの 

<積算内容> 

                所要額   現計額    補正額 

費用弁償                11 －      6 ＝        5千円 

伝統的建造物群保存地区保存修理事業等補助金 

              8,800 －       0 ＝    8,800千円 

  計                             8,805千円 

 

 

○令和 7年度末財政調整基金残高見込み［所管：財政課］ 

<積算>  

令和 6年度末見込額       3,343,076千円 

令和 7年度積立額(既決)        907千円 

令和 7年度取崩額(既決)    △2,796,054千円 

今回補正額(取崩し額)          △45,862千円  

      計              502,067千円 

 

 

◎後期高齢者医療事業特別会計［所管：保険年金課］ 

補正予算額     ２，２９０千円     予算累計額   １，６６４，４８２千円 

全ての被保険者宛てに資格確認書を職権交付する運用が一年間延長される旨の国通知があった

ことから、必要となる通信運搬費を補正するもので、全額後期高齢者医療広域連合補助金をもって

賄うもの 

 

<補正内容> 

・後期高齢者医療事業(一般管理費)  2,290千円 


